令和７年度第３回神奈川県手話言語普及推進協議会資料２－２

計画改定構成案に係る委員意見

	番号
	内容
	反映案

	1 
	手話は言語であるということをもっと知ってもらいたいという意味を込め、「手話」という言葉を「手話言語」としてほしい。
	・計画の名称を「手話言語推進計画」に変更することで、手話が言語であることを積極的に発信する。
・計画の柱や施策については、従来どおり県民になじみのある「手話」を使用するが、計画の方向性などを説明する部分においては「手話言語」を使用する。

	2 
	大柱２「手話の獲得支援及び手話による教育の推進」について、大きくなった子ども又は大人の場合、手話の「獲得」ではなく「習得」となるため、その記載を入れた方がよいのでは。
	・大柱２「手話の獲得・習得支援及び手話による教育の推進」に修正。
・大柱２中柱１「乳幼児期からの手話の獲得・習得支援」に修正。
・大柱２中柱１施策６「手話を必要とする子ども及び保護者等に対する乳幼児期からの手話の獲得・習得支援を進めます。」に修正。

	3 
	大柱２中柱１施策６の対象には「保護者等」も含まれるため、「手話の獲得・習得支援」とした方がよいのでは。
	

	4 
	大柱２中柱１施策６の「ろう児」について、ろう児だけでなく難聴者に近い子ども等の場合も獲得支援が必要という意味で、手話施策推進法の表現と同じ「手話を必要とする子ども」とした方がよいのでは。
	大柱２中柱１施策６「手話を必要とする子ども及び保護者等に対する乳幼児期からの手話の獲得・習得支援を進めます。」に修正。

	5 
	大柱３中柱１施策９「児童・生徒が手話を学習できる機会の提供」の中に現行計画の施策７「教員向けの手話研修を充実します。」を含める案であったが、ここで指す教員研修は聞こえない子どもに手話で勉強を教えるためのものと整理し、大柱２に入れた方がよいのでは。
	大柱２中柱２施策８「手話を使用する子どもに対する手話による教育の充実に努めます。」に包含。

	6 
	大柱３中柱２に位置づけられていた「中途失聴者・難聴者に対する手話の習得支援を進めます。」について、聞こえないけれども、手話を身に付ける機会がなかった人も手話の習得支援が必要であるため、その記載も追加したほうがよいのでは。
	・「中途失聴者・難聴者その他手話を必要とする者に対する手話の習得支援を進めます。」に修正。
・手話の習得支援に係る施策であるため、大柱３「手話の学習の振興」から大柱２「手話の獲得・習得支援及び手話による教育の推進」施策７に移行。

	7 
	大柱４中柱１施策12、中柱２施策13で使用している「意思疎通」は法律用語であり、なじみがないため、「コミュニケーション」という表現がよいのでは。
	・大柱４中柱１施策12「日常生活・社会生活において、手話でコミュニケーションできる環境の整備を進めます。」に修正。
・大柱４中柱２について、手話を使用しやすい環境の整備は、平時における取組は一定程度進んでいる一方で、非常時の対応はいまだ十分でなく、情報取得等の体制整備が必要であることを踏まえ、「手話が使用される機会の充実」としていたものを、より具体的な記載に修正。

	8 
	大柱４中柱３「手話通訳の充実等」について、養成・派遣だけでなく、手話通訳者等が活動できる、働くことができる環境整備についても記載が必要ではないか。
	大柱４中柱３施策15「手話通訳者、盲ろう者通訳・介助員等が派遣される機会等を拡充します。」の内容に包含。

	9 
	職場において、手話で情報を得る、コミュニケーションできる環境整備についても施策として追加してほしい。
	大柱４中柱１施策11「日常生活・社会生活において、手話により情報を取得する機会の充実に努めます。」及び 大柱４中柱１施策12「日常生活・社会生活において、手話でコミュニケーションできる環境の整備を進めます。」の内容に包含。

	10 
	高齢者、重複障がい者の施設についての手話でコミュニケーションできる環境整備についても施策として盛り込んでほしい。
	

	11 
	大柱５「市町村との連携及び協力」について、普及のためには行政だけではなく、事業者や県民も含めないと進まないため、「市町村または事業者、県民の連携及び協力」としたほうがよいのでは。
	・大柱５は、令和５年３月の条例改正において規定を追加した市町村との連携及び協力について、計画上にも記載したもの。
・県民は大柱１、事業者は大柱４にそれぞれ連携及び協力の内容を包含。
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